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一般社団法人 日本小児血液・がん学会 定款施行細則（案） 

 

（評議員の選出） 

第１条 評議員は正会員の中から選出される。 

２． 評議員は以下の資格を有する者とする。 

１） 各領域共通の申請資格 

(1)  本学会、日本小児血液学会または日本小児がん学会の会員歴が通算 8年以上で、申請の時点で会費を完納している 

者。 

(2)  本学会において活発な学術的活動歴があること（以下の要件のいずれかを満たすこと）。 

① 本学会、日本小児血液学会または日本小児がん学会の学会雑誌に論文発表があること。 

② 本学会、日本小児血液学会または日本小児がん学会の学術集会に 2回以上の発表（うち 1回以上は筆頭演者）がある

こと。 

③ 評議員等資格審査委員会（以下「審査委員会」という）が認める本学会における十分な活動実績があること。 

２） 領域別申請資格 

(1) 小児科領域（以下の要件のいずれかを満たすもの） 

① 小児血液がん専門医で、かつ論文業績が所定の点数を満たす。 

② 血液専門医で、かつ論文業績が所定の点数を満たす。 

③ 小児科専門医かつ、がん治療認定医で、論文業績が所定の点数を満たす。 

(2) 小児外科領域（以下の要件のいずれかを満たすこと） 

① 小児がん認定外科医である。 

② 日本小児外科学会指導医である。 

③ 小児外科専門医で一定の小児がん手術経験を有し、かつ論文業績が所定の点数を満たす。 

(3) 放射線科領域（以下の①及び②、または①及び③を満たすこと） 

① 放射線診断専門医または放射線治療専門医もしくはそれと同等と認められる。 

② 関連の学術研究実績がある（審査委員会審査）。 

③ 論文業績が原則的に所定の点数を満たす。 

(4) 脳神経外科（以下の①及び②、または①及び③を満たすこと） 

① 脳神経外科専門医もしくはそれと同等と認められる。 

② 関連の学術研究実績がある（審査委員会審査）。 

③ 論文業績が原則的に所定の点数を満たす。 

(5) 整形外科（以下の①及び②、または①及び③を満たすこと） 

① 整形外科専門医もしくはそれと同等と認められる。 

② 関連の学術研究実績がある（審査委員会審査）。 

③ 論文業績が原則的に所定の点数を満たす。 

(6) 上記以外の臨床系領域（以下の①及び②、または①及び③、または①及び④を満たすこと） 

① 各領域の基盤学会の専門医もしくはそれと同等と認められる。 

② 学術研究実績がある（審査委員会審査）。 

③ 十分な臨床実績がある。 
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④ 論文業績が原則的に所定の点数を満たす。 

(7) 病理領域 （以下の①及び②、または①及び③を満たすこと） 

① 病理専門医である。 

② 関連の学術研究実績がある（審査委員会審査）。 

③ 論文業績が原則的に所定の点数を満たす。 

(8) 基礎医学領域（以下の①及び②を満たすこと） 

① 専門的学術研究実績がある（審査委員会審査）。 

② 論文業績が原則的に所定の点数を満たす。 

(9) 看護・医療職・支援領域(以下の要件のいずれかを満たすこと） 

① 各領域の専門認定資格がある。 

② 専門的学術研究実績がある（審査委員会審査）。 

３） 審査基準 

(1) 学術的研究実績については申請内容に基づいて審査委員会が判定する。 

(2) 論文業績は以下のとおりとする。 

① 和文論文では筆頭著者のみを審査対象とする。 

② 英文論文では筆頭著者と共著者（筆頭著者以外）を審査対象とする。 

③ 抄録や報告書は除外する。 

④ 論文業績の所定点数は別に定め、審査委員会が判定する。 

(3) 手術実績は別に基準を定め、審査委員会が判定する。 

(4) 申請書式、申請期間、論文業績の所定点数等の詳細についてはホームページ等で公示する。 

３． 新たに評議員になろうとする者は所定の申請書、履歴書、評議員 2名(１施設 1名)の推薦および業績目録を指定された申請期 

間内に理事長宛に提出する。理事長は申請者の応募資格につき審査委員会に諮問することができる。 

 ４.  評議員の定数は 200名以上 400名以内とし、小児科、小児外科、放射線科、脳神経外科、整形外科、病理、基礎医 

       学、看護・医療症・支援および上記以外の会員数を勘案し、専門領域および地域性に充分配慮して理事会において議決する。 

５．評議員は理事会の議を経て総会で承認され、理事長によって委嘱される。 

６．評議員の任期は選出された総会終了翌日から 2年間２期までとする。２期をこえて再任を希望するものは、別に定める期日までに

指定の方法により申請を理事長宛に提出するものとする。審査委員会は第２条に定める条件に基づき資格更新の可否を認定する。 

７．第１項から第４項に定める者のほか、本学会の活動、運営に有意義と理事会で認められた者、若干名に対して、 

理事長が評議員を委嘱することができる。 

 

（評議員の資格更新） 

第２条 ２期をこえて評議員の再任を希望するものは、次の各項に定められた条件をすべて備えていなければならない。 

１） 評議員任期２期４年間で、２回以上日本小児血液・がん学会学術集会に出席していること 

２） 評議員任期２期４年間で、２回以上小児血液・がん学会学術集会で発表していること（共同演者可） 

 

（評議員の資格喪失） 

第３条     評議員は、次の場合にその資格を喪失する。 

１） 評議員退任届が提出されたとき。 
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２） 正当な理由なしに 2回続けて定時総会を欠席した場合。但し、正当な理由がある場合は資格審査委員会で審議する。 

３） 任期中に 66歳の誕生日を迎えた者は、次期時期定時総会後、その資格を失う。 

     

（理事の選任） 

第４条 理事は定款第 22条により評議員の中から立候補制によって選任される。 

２． 選挙に先立って年齢制限等によって被選挙権を有さない評議員の中から理事会の推薦によって 2名以上の選挙管理委員が選 

任される。 

３． 選挙管理委員会は選挙の行われる 3ヶ月前までにすべての選挙に関する日程を全会員に対して公示する。選挙管理委員の氏 

名も同時に全会員に公表される。 

４． 理事の候補者になろうとする者は定められた期日までに所定の立候補用紙をもって選挙管理委員会に届け出ることとする。 

５． 理事候補者が同時に理事長に立候補することはできるが、理事長に選任された場合は領域別理事候補者から除外される。 

６． 細則第２条３）に規定されている評議員の年齢制限に鑑み、立候補は選挙実施年 12月 31日現在の満 63歳までとする。 

７． 選挙管理委員会は、領域別の候補者名簿と有権者名簿、候補者の所信表明をそろえ、領域別に選出すべき理事数、及び投票 

方法を選挙の行われる 2ヶ月前までに学会ホームページの会員専用欄を通じて全評議員に向けて公告する。 

８． 選挙は全評議員による電子投票によって行われる。 

９． 全評議員に電子メールにより投票期間を通知し、投票開始日、投票終了日にリマインドメールを送付する。 

１０． 選挙結果は即時、全評議員に通知し、総会で報告した後に学会ホームページに公表する。 

１１． 理事候補者が定数の領域は信任投票とし、有効投票数の 3 分の 2の信任を得なければならない。 

１２． 理事候補者が領域別定数に満たない場合は選挙管理委員会の答申により理事会が候補者を推薦することができる。 

１３． 候補者が領域別定数を超えたときは不完全連記による投票で選出する。得票数が同票の場合は、評議員会で抽選により当 

選者を選出する。 

１４． 領域別理事定数は以下のとおりとする。評議員は各自の所属する領域に限定されることなく、全領域の候補者に対して選 

挙権を有する。  

  １）小児科領域     8名 

  ２）小児外科領域    4名 

  ３）放射線科領域  1名 

  ４）脳神経外科領域  1名 

  ５）上記以外の臨床系領域 1名 

  ６）病理領域  1名 

  ７）基礎医学の領域  1名 

  ８）看護・医療職・支援領域 1名 

          

１５． 理事の任期は選出された年の総会終了翌日から次々期総会終了日までの 2年間とし、連続して 2期まで務めることができ 

る。 

１６． 理事の改選は 2年ごとに行い、再任の認められない理事または再任を辞退した理事数を各領域で選出する人数として改選 

する。ただし、補欠あるいは増員の場合はこの限りではない。 

１７． 任期満了の監事は連続して理事に就任できない。 

１８． 理事候補者は監事の候補者になることができない。 
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（監事の選任） 

第５条 監事は定款第 22条により評議員の中から立候補または推薦によって選任される。 

２． 監事の候補者となろうとする者は、定められた期日までに所定の立候補用紙をもって選挙管理委員会に届け出ることとす 

る。 

３． 細則第２条３）に規定されている評議員の年齢制限に鑑み、立候補は選挙実施年の 63歳までとする。 

４． 選挙に先立って選挙管理委員が選出されるが、委員は第 3条第 2項で選任されたものがこれを務める。 

５． 選挙管理委員会は、候補者名簿と有権者名簿、候補者の所信表明をそろえて選挙の行われる 2 ヶ月前までに学会ホームペー 

ジ会員専用欄を通じて全評議員に向けて公告する。 

６． 選挙は全評議員による電子投票によって行われる。 

７． 理事会が総会に推薦する監事の定数は２名とし、２名の連記投票とする。 

８． 得票多数のものより順次当選者を定め、得票同数のときは評議員会で抽選により当選者を選出する。候補者が定数の場合は 

信任投票とし、有効投票数の 3分の 2を獲得しなければならない。 

９． 選挙結果は即時、監事候補者として全評議員に通知する。 

１０． 選挙結果は総会へ報告し承認を得た後に学会ホームページに公表する。 

１１． 監事の任期は選出された総会終了翌日から次々期総会終了日までの 2年間とし、再任を認めない。 

１２． 監事は理事ならびに職員を兼任できない。 

１３． 任期満了の理事は連続して監事に就任できない。 

１４． 監事候補者は理事の候補者になることができない。 

 

（理事長の選任） 

第６条 理事長は理事候補者の中から立候補とし、理事長選挙は理事選挙に先立って行われる。 

２． 細則第２条３）に規定されている評議員の年齢制限に鑑み、立候補は選挙実施年３月 31日現在の満 63歳までとする。 

３． 選挙に先立って選挙管理委員が選出されるが、委員は第 3条第 2項で選任されたものがこれを務める。 

４． 理事長の候補者となろうとする者は、定められた期日までに所定の立候補用紙をもって選挙管理委員会に届け出ることとす 

る。 

５． 選挙管理委員会は、候補者名簿と有権者名簿、候補者の所信表明をそろえて選挙の行われる 2 ヶ月前までに学会ホームペー 

ジの会員専用欄を通じて全評議員に向けて公告する。 

６． 選挙は全評議員による電子投票によって行われる。 

７． 理事長は有効投票数の過半数獲得者とする。候補者 1名の場合は信任投票とし、有効投票数の 3分の 2の信任を得なければな 

らない。複数の候補者で過半数獲得者がいない場合は上位 2 名で決選投票を電子投票で行う。 

８． 選挙結果は即時、全評議員に通知され、総会で報告した後に学会ホームページに公表する。 

９． 理事長は選任された時点で領域別理事または理事候補者から除かれ､領域別理事の定数が補充されるものとする。 

１０． 理事長の任期は選出された総会終了翌日から次々期総会終了日までの 2年間とし、連続再任は 1回のみ認められる。 

 

（副理事長の選任） 

第７条 副理事長は理事の中から理事長によって指名され、総会に報告される。 

２． 副理事長の任期は選出された総会終了翌日から次々期総会終了日までの 2年間とし、連続再任は 1回のみ認められる。 
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（理事会） 

第８条 理事会は理事をもって構成する。 

 ２．理事長は理事会を招集し議長を務める。 

 ３．理事会は理事総数の３分の２以上の出席がなければ開催できない。 

 ４．監事は理事会に出席し理事の業務遂行を監査するが,議決権はないものとする。 

 ５．会長、次期会長、次々期会長は理事会に出席することができるが、議決権はないものする。 

 ６．理事長は必要に応じてオブザーバーを招聘できる。 

 ７．議事は出席した理事の過半数を持って決し,可否同数の時は議長の決するところによる。 

 ８．理事会の議事については議事録を作成し、議長および理事会で選任された議事録署名人２人が記名押印または署名しなければ 

ならない。 

 

（学術集会） 

第９条 学術集会は、会長主催のもと年１回開催する。 

 ２．学術集会での筆頭演者はこの法人の会員であることを必要とする。但し、学生の場合は評議員の推薦があればこの限りではな 

い。 

 

（会長の選任） 

第１０条 会長は次期会長の任期満了を経て理事会によって選任され、総会に報告される。 

  ２．会長は学術集会の総括責任者として学術集会を主宰する。 

 ３．会長の任期は学術集会終了翌日から次期学術集会終了日までとする。 

 

（次期会長の選任） 

第１１条 次期会長は次々期会長の任期満了を経て理事会によって選任され、総会に報告される。 

 ２． 次期会長は会長を補佐し、会長に難あるときは、その職務を代行する。 

 ３．次期会長は会長の候補者となり、任期は学術集会終了翌日から次期学術集会終了日までとする。 

 ４．次々期会長が次期会長になることができない時は、別途定める手続きを経て理事会で選出する。 

 

（次々期会長の選任） 

第１２条 次々期会長は評議員の中からの立候補制とする。 

 ２．候補者は定められた期日までに立候補届と文書による所信表明、履歴及び業績目録を理事会に提出する。 

 ３．候補者が複数の場合は理事会で選挙を行い、得票多数の者を当選人として総会に報告する。  

 ４．次々期会長は次期会長の候補者となり、任期は学術集会終了翌日から次期学術集会終了日までとする。 

 

（学会誌） 

第１３条 学会誌は学術集会号を含めて年 5回発行する。 

 ２．学会誌編集長は学会誌編集委委員会の委員長がこれを務める。 

 ３．学会誌の編集ならびに発行に関する業務は学会誌編集委員会が所轄する。 
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  ４．学会誌での筆頭著者は日本小児血液・がん学会の会員であることを必要とする。 

 

（委員会の設置） 

第１４条 理事会は定款第５条に基づいて各業務執行のために常設委員会とその下位組織としての小委員会を設置する。   

 ２．常設委員会は次のとおりとする。 

     １）庶務・財務委員会 

     ２）規約委員会 

     ３）評議員等資格審査委員会 

     ４）倫理委員会 

     ５）利益相反委員会 

     ６）学術集会プログラム委員会 

     ７）学会誌編集委員会 

     ８）診療ガイドライン委員会 

     ９）学会賞等選考委員会 

    １０）学術・調査委員会 

    (1) 血液・免疫小委員会 

(2) 止血・血栓小委員会 

(3) 血液腫瘍小委員会 

(4) 固形腫瘍小委員会 

(5) 移植・細胞療法小委員会 

１１）教育・研修委員会 

１２）専門医制度委員会 

１３）社会・広報委員会 

１４）保険診療委員会 

１５）国際委員会 

１６）看護委員会 

４．その他の委員会は必要に応じて設置することができる 

５．委員会の業務を遂行するにあたっての必要な委員会規程は別に定める。 

６．委員会規程は各委員会で策定し、理事会で承認を得なければならない。 

７．委員会の設置および改廃は理事会において議決し、総会に報告する。 

８．委員会の業務を遂行するにあたって委員会内に作業部会（ワーキンググループ；以下ＷＧという）を設置することができる。 

ＷＧの設置については理事会の承認を必要とする。 

９．ＷＧ委員の選任ならびに任期については、所属委員会の委員長の推薦により、理事会の議を経て、 

        理事長が委嘱する。 

１０．ＷＧ長は所属委員会の委員長または委員長の指名する者がこれを務める。 

 

（委員会） 

第１５条 委員長は原則として理事の中から、副委員長は評議員の中から理事長が委嘱する。 
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 ２．委員長は、理事会ならびに総会に事業計画および事業報告を行い、承認を求めなければならない。 

 ３．副委員長は、委員長を補佐し必要なときは委員長の職務を代行する。 

 ４．委員長ならびに副委員長の任期は 2年間とし、連続再任は 1 回のみ認められる。 

５．委員長または副委員長に欠員を生じたときは、理事会は後任を選任し、後任は前任の任期を務めるものとする。 

 ６．委員は原則として評議員の中から理事会の議を経て理事長が委嘱する。 

 ７．委員は、常設委員会を２つまで兼任することができる。 

 ８．委員の任期は 2年間とし、連続再任は 1回のみ認められる。委員会業務の継続に支障がある場合は 

   理事会の議決を経て半数を超えない委員の連続２回までの再任が認められる。 

 ９．理事長は必要に応じて関連領域の専門家に委員（非会員の場合は「外部委員」という。）を委嘱する  

   ことができる。 

１０．外部委員の任期は２年とし、再任は妨げられない。外部委員の報酬については別に定める。 

 

（小委員会） 

第１６条 小委員会委員は原則として評議員の中から自薦・他薦により別に定める期日までに候補者を募集し、理事会の議を経て選出

し理事長が委嘱する。 

２． 委員は小委員会を２つまで兼任できるものとする。常設委員会の兼任は問わない。 

３． 委員の任期は選出された総会終了翌日から次々期総会終了日までの 2年間とし、連続再任は２回まで認められる。 

４． 理事長は各疾患委員会の担当理事を理事の中から委嘱する。 

５． 担当理事は理事会ならびに総会に委員会活動報告を行い、承認を得なければならない。 

６． 小委員会の委員長ならびに副委員長は委員の中から委員会規程によって選任され、理事長により委嘱される。 

７． 委員長ならびに副委員長の任期は選任された日から次々期総会終了日までの 2年間とし、連続再任は２回まで認められ 

る。 

 

（理事長諮問委員会） 

第１７条 理事長は理事長諮問委員会を設置することができる。 

 ２．委員は理事長の指名とする。 

 ３．委員の任期は理事長の任期に準ずるが、委員の再任は妨げられない。 

 ４．委員は疾患委員会ならびに常設委員会の委員を兼任できる。 

５．委員は評議員資格を問われないが、評議員でない場合は理事会での承認を得るものとする。 

 ６．理事長は必要に応じて関連領域の専門家および有識者に委員（非会員の場合は「外部委員」という）   

   を委嘱することができる。 

 ７．外部委員の報酬については別に定める。 

 

（会員の入会） 

第１８条 会員は本会の目的に賛同する医師ならびに医学・医療・福祉に従事する者もしくは研究者、あ 

   るいは小児血液・がん医療の向上に寄与することに賛同する者とする。 

 ２．医師以外の者が入会を希望する場合は評議員 1名による推薦書をつけて理事長あてに申請する 

   ものとする。 
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（準会員） 

第１９条 準会員歴は正会員歴とはならない。 

 

（名誉会員の推薦） 

第２０条 名誉会員は、会長経験者あるいは理事または監事を務めた者で、この法人の発展に特別に功労 

   のあった者の中から理事会が推薦し、総会で承認された個人とする。 

 ２．評議員資格の 年齢制限により満 65歳を超えた者を対象とする。 

 

(会費の納入) 

第２１条 会員は、名誉会員を除いて毎年会費を納入しなければならない。 

 ２．会費は、正会員は年間 12,000 円、準会員は 3,000 円、賛助会員は年間 1口 100,000 円とする。 

 ３．名誉会員は会費の納入を要しない。 

 ４. 正会員と名誉会員は別途年間購読料 3000円で Pediatric Blood & Cancer のアクセス権を取得できる。  

 ５．評議員は会費とは別に年間 3000 円の評議員費を納入する。 

 ６．会員が継続して 2年間会費を滞納した場合は、会員の資格を喪失する。 

 ７．会費を 1年以上滞納した者へは学会誌送付を停止する。 

 ８．５項によって会員資格を喪失した者が 1年以内に滞納した会費を納入し、かつ理事長宛てに会員継 

   続についての要望書を提出した場合には、理事会での審議を経て会員資格の継続が認められる。 

 ９．会員は 2年間を上限として休会することができる。休会を希望する場合は理由を明記した申請書（書式は問わない）を理事長宛 

てに提出する。会員の休会については理事会の承認が必要である。2年以上休会する場合は再申請が必要となる。休会中の会 

費は免除されるが、学会誌は送付されない。休会から復帰する際には復帰年度の年会費納入とともに復帰申請書を提出しなけ 

ればならない。休会期間中の会員歴は継続されるが、選挙権、被選挙権、役員、評議員、委員会委員(及び専門医申請) の資格 

は停止される 

 

（学会活動停止処分） 

第２２条 会員は以下の各号の一に該当するときは理事会の決議をもって相当期間活動停止処分となり、 

  理事会は理由を付した書面をもって本人に通知する。 

（１） 医師等の資格の一時停止処分を受けたとき。 

（２） その他理事会が必要と認めたとき。 

 

（収支決算） 

第２３条 収支決算に関する書類は財務委員会が所轄し、理事長に報告する。 

 ２．収支決算は監事によって監査を受けた後、総会で議決されなければならない。 

 

（細則の改廃） 

第２４条 この細則の改廃は定款第 43条により理事会の議決を経て、理事長が総会に報告する。 
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＜附則＞ 

１．理事長、理事及び監事の選出方法については、別に定める投票要領に従って行う。 

２．設立当初における理事及び監事の任期は平成 27年 11月 29日までとし、次期理事及び次期監事の任期を平成 27年 11月 30日か 

ら平成 30年度定時総会までとする。 

３．会計年度が４月１日開始であるため、設立当年度の事業年度は設立日である平成 27年 10月１日から平成 28年３月 31日までと 

する。 

４． 平成 27年度事業年度が６ヶ月間となるため、第１９条６項にさだめる会費滞納による会員資格喪失に関する規定は平成 28年度 

の年会費より適用する。ただし、平成 27年度年会費の納入は要する。 

 

この定款施行細則は平成 27年 10月 1日より施行する。 


